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１．農地を耕作目的で所有権移転・賃借権等設定する場合の手続き 

（農地法第３条・中間管理事業） 

  

耕作目的で農地を買うときや借りるときは、農地法第３条に基づく農業委員会の許

可を受けるか、農地中間管理事業による権利の設定等を行う必要があります。 

 

（１）農地法第３条の手続き 

 農地法は、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地につ

いての権利の取得を促進し、農地の利用関係の調整並びに農地の農業用の利用を確保

するための措置を講ずることで、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、

国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。 

農地法第３条では、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永

小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的と

する権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者

が農業委員会の許可を受けなければならない旨定められています。この許可を受けな

いで行った売買等は、その効力を生じません。 

手続きは、農地法第３条許可申請書を農業委員会に提出することになりますが、毎

月２０日（当該日が閉庁日のときは翌開庁日）までに受付けた許可申請は、原則とし

て、翌月上旬に地区内の農地について地区審議会で協議した後、定例総会で審議する

ことになっており、場合によっては譲受人・借受人に地区審議会への出席を求めます。 

審議にあたっては、譲受人・借受人の農業経営状況や経営面積等を審査し、審議後

１週間程度で申請者へ通知します。 

① 許可要件 

ア 農地等の全てを効率的に利用していること。 

イ 個人の場合は、その者又はその者の世帯員等※１が農作業に常時従事すること。 

ウ 法人の場合は、農地所有適格法人※２又は社会福祉法人等であること（農地所有 

の場合）。 

エ 他市町村からの取得については、営農上通作可能と地区審議会及び定例総会で

認める者。 

オ 取得後において行う耕作の事業の内容等が、周辺の地域における農地の農業上

の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。 

 カ 農作業に常時従事しない個人及び農地所有適格法人以外の法人（社会福祉法人

等を除く。）で役員の１人以上が農業に常時従事することが見込まれる法人に

ついては、解除条件付貸借の借受人となる貸借のみ許可できる。 

 

※１ 農地法でいう世帯員等とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族

の行う耕作等の事業に従事するその他の二親等内の親族をいいます。 

※２ 農地所有適格法人（農地を所有できる法人）の要件 
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   ① 法人形態要件 

株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、持分会社 

   ② 事業要件 

 主たる事業が農業であること（売上高の過半） 

   ③ 議決権要件 

  農業関係者が総議決権の過半を占めること 

   ④ 役員要件 

   役員の過半が法人の行う農業に常時従事（原則年間 150 日以上）す

る構成員であること 

役員または重要な使用人の 1 人以上が法人の行う農業に必要な農作

業に従事（原則年間 60日以上）すること 

※ 議決権要件、役員要件の特例あり 

 

② 必要に応じて地区審議会へ出席を求める譲受人・借受人 

ア 市外居住者 

イ 個人及び農地所有適格法人で新規就農者 

ウ 解除条件付貸借の借受人 

エ 社会福祉法人、学校法人、医療法人等 

オ その他必要と認める場合 

 

③ 申請に必要な添付書類 

ア 登記事項証明書（全部事項）（原本、申請時 3か月以内発行のもの） 

イ 譲受人、借受人の世帯全員の住民票（原本、申請時 3か月以内発行のもの） 

ウ 字図（写） 

エ 現地案内図 

オ 誓約書 

カ その他必要な書類 

 

（２）農地中間管理事業の手続き 

（担当課：所有権移転…農業委員会事務局、貸借…農政課） 

大分県農地中間管理機構（公益社団法人 大分県農業農村振興公社）が、市街化

区域を除く、地域内の分散した農用地等を借り受け、担い手がまとまりのある形

で利用できるよう配慮して、一定期間貸し付ける事業です。 

貸借につては市農政課が、所有権移転については農業委員会が、窓口となり手

続きを行います。 

① 貸借期間 

 原則１０年以上（最短５年）の貸借となります。 
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② 貸借のメリット 

（貸し手・売り手） 

ア 貸した農用地等は、貸付期間が終了すれば必ず返してもらえます。 

イ 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。 

ウ 農地中間管理機構に貸し付けた農地について、税制優遇が受けられること

があります。 

（借り手・買い手） 

ア まとまった農地を長期間、安定的に借受できます。 

イ 複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払いや契約事務につ 

いて、農地中間管理機構が契約を一本にまとめます。 

 

③ 所有権移転の要件 

 ア 農業振興地域かつ農用地区域内の農用地が対象となります。 

 イ 農地取得後の経営面積が市町村における「基準面積」以上であること。 

ウ 主として農業に従事していること。 

 エ 取得者が地域計画に位置付けられている認定農業者又は認定新規就農者で

あること 

 オ 原則として、経営農地（自作地、借入地、受託地）と買い入れする農地を

併せて「おおむね１ｈａ以上の団地を形成する」こと。 

   ※団地形成とは、同一又は隣接する集落（大字単位）に存する 80a 以上の

農地を集約すること。 

 

④ 所有権移転のメリット 

（公社に土地を売る人）  

 ア 譲渡所得税（譲渡金額の 20%）の特別控除 

   譲渡金額 800 万円まで特別控除 

   買入協議制度を活用の場合は 1,500 万円まで特別控除 

 イ 国民健康保険税の所得割額の算出に上記アの特別控除が適用される。 

 ウ 農地売買価格 

   近傍の売買事例を参考に適正な価格で買入。 

 エ 農地代金の支払い 

   原則として公告した月の末日に送金。 

 オ 登記の代行 

   登記事務は公社及び農業委員会にて行う。 

   登記費用も公社が負担。 

 

 

 



- 4 - 

(公社から土地を買う人) 

 ア 不動産取得税 3%の軽減 

   取得した農地の固定資産の評価額が 3分の 2に軽減され、 

不動産取得税が減額。 

 イ 登記の代行 

   登記事務は公社及び農業委員会にて行い、登記費用は公社が負担。 

 ウ 資金借入により手放す農家への支払いの遅れを気にする必要がない。 
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２．農地を相続等で取得した場合の手続き（農地法第 3条の 3の届出） 

 

相続（遺産分割、包括遺贈を含む。）、時効取得又は法人の合併、分割等によ

り農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、相続等が発生した日から概

ね 10 か月以内に農業委員会に届出をする必要があります。 

 届出を行わなかった場合、10 万円以下の過料を科せられることがあります。 

届出書を受理した後、受理通知書を交付します。ただし、これは土地の権利取

得の効力を発生させるものではありません。 

 

届出書類 

農地法第 3 条の 3 の規定による届出書 １通 

  ※届出に必要な添付資料はありません。 
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３． 農地を農地以外に転用する場合の手続き（農地法第４条・第５条） 

 

農地を農地以外のものに転用するには、市街化調整区域又は区域区分の定めが

ない区域は市長へ許可申請し、市街化区域は農業委員会へ届出をする必要があり

ます。 

手続きは、農地を所有者自身が転用する場合は農地法第４条、他者の農地又は

採草放牧地を取得又は借入れて転用する場合は農地法第５条となります。 

 許可申請の場合は、毎月２０日（当該日が閉庁日のときは翌開庁日）までに農業

委員会で受付けたものを翌月上旬に地区審議会及び定例総会で審議します。なお、

市長の決定については農業委員会を通じて申請者へ通知します。 

 届出の場合は、農業委員会受付後１週間程度で受理通知書を発行します。 

 

（１） 許可申請の添付書類（市街化調整区域・区域区分の定めのない区域） 

① 登記事項証明書（全部事項）（原本、申請時 3か月以内発行のもの） 

② 字図（原本） 

③ 譲受人が法人の場合は法人の登記事項証明書（原本）又は定款の写し 

（原本証明したもの） 

④ 隣接農地所有者または耕作者の同意書 

⑤ 土地改良区等の意見書 

⑥ 開発許可等事前審査表の写し等（＊開発同時許可案件については、本申請 

  受付の確認ができる書類） 

⑦ 転用計画を確認できる図面等（土地利用計画図、造成縦横断面図、建物平 

  面図・立面図、雨水・汚水処理の排水経路図） 

⑧ 当該事業に係る事業計画書 

⑨ 誓約書 

⑩ 転用に必要な資力を有することを証明する書類 

⑪ 位置図（10,000 分の 1 から 50,000 分の１程度の地図） 

⑫ 付近の見取り図 

⑬ 排水放流先の同意書 

⑭ 転用の妨げとなる権利を有する者の同意書 

⑮ その他必要な書類 ＊必要な書類については窓口にて確認ください。 

 

（２） 届出の添付書類（市街化区域） 

① 登記事項証明書（全部事項）（原本、申請時 3か月以内発行のもの） 

② 位置図（10,000 分の 1 から 50,000 分の１程度の地図） 

③ 土地区画整理地区内は仮換地証明書 

④ その他必要な書類 ＊必要な書類については窓口にて確認ください。 

 



- 7 - 

４． 登記地目は農地以外であるが、現況が農地等の場合の取扱いと 

 手続き 

 

登記事項証明書の地目が農地以外であっても、現況が農地や採草放牧地となっ

ている土地は、農地法の適用を受けますので、権利移動・転用をする場合には、

農地法第３条・第４条・第５条の申請・届出や、農地中間管理事業による権利の

設定をする必要があります。 

また、農地法第３条等で権利移動を行う際は、農地基本台帳への登載手続きが

必要となります。 

 

 

（例） 

登記事項証明書の地目  山 林 

現   況       果樹園 

 

 

 

ただし、住宅敷地内の家庭菜園用地などは宅地とされますので適用されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家 庭 菜 園 

宅 地 
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５． 農地等の賃貸借の解約手続き（農地法第 18条） 

 
  農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農

用地の利用権設定による賃貸借の中途解約、農地法第３条に基づく農地又は採草

放牧地の賃借権、戦前小作などの永小作権の解除、解約の申入れ、賃貸借の更新

をしない旨の通知をするときは、県知事の許可を受けなければなりません。 

 手続きは，農業委員会に県知事あての許可申請書を提出するか、許可を要しな

い場合には、通知書を提出する必要があります。 

 

（１） 許可の要件 

① 賃借人が信義に反した行為をした場合。 

② その農地等を農地以外のものにすることを相当とする場合。 

③ 貸付地の返還を受けて賃貸人が自作するのが適当である場合。 

④ その他正当の事由がある場合。 

 

（２） 許可を要しないもの 

農地等の賃貸借の解約等について次のいずれかに該当する場合には、解約の

申入れ等をした日の翌日から起算して 30日以内に所定の通知書を農業委員会に

提出すれば許可は不要です。 

① 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信

託事業に係る信託財産につき行われる場合。 

② 合意による解約が、農地等を引き渡す期限前６カ月以内に成立した合意で、

その旨が書面において明らかな場合又は農事調停によって行われる場合。 

③ 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10 年以上の期間の定めがある賃貸借又

は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合。 

④ 農地中間管理機構が借受け、又は貸付けた農地等に係る賃貸借の解除が県

知事の承認を受けて行われる場合。 

 

（３） 許可申請・合意解約の通知書の添付書類 

① 登記事項証明書（全部事項）（原本） 

② 合意解約書（合意解約の場合） 
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６． 農地の賃借料情報の提供 
 

令和６年１月から１２月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準 

（１０アール当たりの年額）は、以下のとおりとなっています。 

なお、この「賃借料情報」は平成２１年まで制定されていた「標準小作料」と

は違い、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。賃借料は対

象農地の状況等に合わせ、柔軟に当事者同士で設定してください。 

（単位：円） 

地域名   田 畑 樹園地 ハウス 

大   分 

データ数 1 0 0 0 

平均額 11,800 0 0 0 

最高額 11,800 0 0 0 

最低額 11,800 0 0 0 

鶴   崎 

データ数 4 4 0 13 

平均額 12,000 24,600 0 43,100 

最高額 12,000 32,000 0 53,500 

最低額 12,000 12,800 0 30,900 

大   南 

データ数 8 19 0 0 

平均額 6,000 4,100 0 0 

最高額 6,000 4,200 0 0 

最低額 5,900 4,100 0 0 

稙   田 

データ数 79 10 0 0 

平均額 5,900 17,200 0 0 

最高額 8,100 22,000 0 0 

最低額 4,300 10,000 0 0 

大在・坂ノ市 

データ数 7 0 0 0 

平均額 7,300 0 0 0 

最高額 7,300 0 0 0 

最低額 7,300 0 0 0 

野 津 原 

データ数 83 7 0 0 

平均額 8,900 5,300 0 0 

最高額 13,700 6,000 0 0 

最低額 3,900 3,900 0 0 

佐賀関 

データ数 67 1 0 0 

平均額 5,700 4,200 0 0 

最高額 6,000 4,200 0 0 

最低額 3,000 4,200 0 0 

（参考）大分市平均 8,300 8,000 0 43,100 

注１ データ数は、集計に用いた筆数である。 

注２ 賃借料を物納支給（玄米等）としている場合は、60kg 当たり 12,000 円に換算している。 

注３ 金額は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としている。 

注４ 特別な事情の下で取引されたものと推測されるデータ（分類された区分ごとの全賃借料データの平

均値×±70 パーセントを超えるもの）を除外している。 

注５ 使用貸借については除外している。 

注６ 「（参考）大分市平均」は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数により加重平均した値である。 

注７ 10 アール＝1,000 平方メートル（約１反） 
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７.  農地等について紛争が生じた場合の解決方法 

（民事訴訟・農事調停・農業委員会等による和解仲介） 

 

 農地の利用関係等について紛争が生じ、当事者の間で話し合いがつかない場合の

解決方法としては、一般の紛争解決のための手段としての裁判所による民事訴訟

のほかに、農地についての紛争解決のための手段として､民事調停法に基づく農事

調停と農地法に基づく農業委員会（又は都道府県知事）による和解の仲介の制度

が設けられています。 

 

（１）民事訴訟 

 民事訴訟制度は､広く私人間の紛争､利害関係の衝突を国家の裁判権によって法

律的かつ強制的に解決､調停する制度です。 

 

・手続きは、裁判所に訴訟を提起して行うことになります。（民事訴訟法） 

  法律的に白黒をつけるという意味では最良の方法ですが､裁判に時間がかか

り､また､手続等も法律で厳密に定められ、当事者が裁判所に行かなければなら

ないこと､どうしても法律の専門家である弁護士に頼まざるを得ないことから

費用がかかるという面があります。 

 

（２）農事調停 

 農事調停制度は､民事調停法において民事調停の特則として設けられている調

停の一つで、農地又は農業経営に付随する土地､建物等の農業資産の貸借その他の

利用関係の紛争を調停委員に介入してもらい紛争当事者が互いに譲り合い､合意

に基づいて実情に即した解決を図るための制度です。 

 

・手続きは、原則として地方裁判所に調停の申立をして行うことになります。 

  調停は、原則として裁判官である調停主任と､裁判所があらかじめ選任してい

る調停委員２名以上からなる調停委員会で行うこととされており､成立した調

停は､裁判による判決と同一の効力を有することになります。 

 

（３）農業委員会等による和解の仲介 

 当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立があった場合には農地法第25条に

基づき和解の仲介を行います。農業委員会による和解の仲介は、農業委員のうち

から農業委員会の会長が事件ごとに指名する３人の仲介委員によって行います。 

 ただし､農業委員会がその紛争について和解の仲介を行うことが困難であるか､

又は不適当であると認めたときは､申立人の同意を得て､県知事に和解の仲介を行

うべき旨の申出をすることができます。 
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① 手続きは、和解仲介の申立書は農業委員会に備付の様式がありますが、口頭

による申立又は代理人が申し立てることもできます。 

  この農業委員会が和解の仲介を行うことが困難又は不適当な時は､次の場

合です。 

  ア 他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれているとき。 

  イ その事件が農地等に係る行政処分の変更等を必要とすることとなること 

     が予想されるとき。  

  ウ 当事者の一方が国､県又は市町村であるとき。 

  エ 当事者の一方が当該農業委員会の委員､又はその配偶者､もしくは世帯員

等であるとき。 

 

 ② 和解の仲介により、当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込

みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることがあります。 
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８． 遊休農地や違反転用農地等に対する農業委員会の取り組み 

（農地法第 30条～第 42 条・51条・農業委員会等に関する法律第 6条） 
  

 農地法第２条の２には、農地について権利を有する者の責務として、当該農業

上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないと規定されてい

ます。このため、農業委員会では、次の取組みを行っています。 

 

（１） 農地パトロール 

 農業委員会では、「地域の農地利用の確認」、「遊休農地の実態把握」、「違反転用

の発生防止・早期発見」を目的に毎年、市内全域の農地を対象に実施しています。 

この調査は、平成２８年４月１日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の

適正化」が農業委員会の必須業務となったため、重要な取り組みとなっています。 

 

①  遊休農地に対する取り組み 

  農業委員会は毎年１回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査（利

用状況調査）を行うこととされており、また、調査の結果、遊休農地および耕作

者が不在又は不在となる恐れのある農地の所有者等に対しては、農地の利用意向

調査を行うことになっています。 

利用状況調査により判明した遊休農地（荒らし作り、作り捨てのような低利用

地を含む）については、農業委員会が農地所有者等に対して当該農地の利用意向

調査を実施し、それに対して農地所有者が意向どおりに対応しない場合や意向を

表明しない場合は、農業委員会が「農地中間管理機構との協議」を勧告します。 

 その土地所有者と農地中間管理機構との協議ができない場合や整わない場合に

は、県知事の裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権等を取得することと

なり、農地中間管理機構は定期的に、区域ごとに農地の借受けを希望する者の中

から、適切な貸付の相手方を選定します。 

 また、遊休農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物

理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況からみて、その土地を農地

として復元しても継続して利用することができないと見込まれる農地ついては、

農地・非農地の判断を行います。 

非農地と判断された農地は定例総会の決定を経て、所有者、借受人等に対し非

農地通知書を、市、県、法務局及び土地改良区に対し非農地通知一覧表を送付し

ます。 

 

②  農地法第 3 条許可案件の履行状況の確認 

 営農計画どおりに農地として利用されているか確認し、農地法の許可に付され

た条件に違反すると認められる場合には、所有者等に対し是正を指導します。 
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③ 転用許可済み農地の履行状況の確認 

 許可を受けた転用事業者が、工事進捗状況報告を遅滞したとき、事業計画に従

った工事を行っていないと認められたときは、事業計画変更の手続や許可の取消

等に係る指導をします。 

 

④ 違反転用農地等に対する指導 

 対象農地が、農地法の規定に違反すると認められる場合や農地法の許可に付さ

れた条件に違反すると認められる場合には、所有者等に対し是正を指導します。 

 なお、指導することができない場合や指導に従わない場合には、市長等に報告

します。 

 

⑤ 相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地の利用状況の確認 

 納税猶予については、農業上の利用がされていること（耕作されていること）

が前提となっているため、納税猶予適用農地で遊休農地となっている場合は、期

限を確定させないためにも所有者等に早急に解消してもらう必要があります。 

そのため、遊休化している納税猶予適用農地を確認した場合は、速やかに所有

者等への連絡、解消指導を行います。 

 

（２） 雑草相談に対する対応 

 耕作せずに雑草が繁茂した農地は、病害虫の発生源となり農作物の育成、収穫

の妨げとなります。また、ごみや空き缶等の不法投棄を誘発し、たばこの投げ捨

て等による火災も心配されるなど、周辺地域に多大な迷惑をかけます。 

 農地の不十分な管理により周辺営農等に影響が出ていると相談があった際は、

事務局職員が現地を確認し、その農地の所有者等に対し、農地の適正管理の依頼

を行っています。 
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９． 農地流動化銀行と登録手続き 

 

  市街化区域外の農地等で、所有者が高齢等のため耕作できなくなった農地等の

情報を新規就農や規模拡大を希望する者に提供する事業を行っています。 

 手続きは、大分市農地流動化銀行登録申込書を農業委員会に提出する必要があ

ります。 

 なお、受け手の登録を行う方は、運転免許証等身分を証明するものの写しを提

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 
地 

流 

動 

化 

銀 

行 

出し手 

売り手 

受け手 

買い手 

登録申出 登録申出 

農地情報提供 希望者の紹介 
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10． 農地の一括贈与による贈与税の納税猶予制度と手続き 

             （租税特別措置法第７０条の４第 1項） 

 

  この制度は、農地の細分化を防止し、併せて農業後継者を育成するための制度

で、贈与税のために農業経営が困難にならないように、確定申告時に税務署で手

続きを行うと、農地に対する贈与税が納税猶予されます。 

  この制度を受けるためには、贈与者が経営している全ての農地を推定相続人の

中の一人に贈与しなければなりません。 

 贈与を行うには、農業委員会に農地法第3条の許可申請をする必要があります。 

メリット 

 農地等の価格に対応する部分の税額は、その農地等の贈与者又は受贈者の 

死亡の日まで納税が猶予されます。 

 

 （１） 制度を利用できる人 

  ① 贈与者、受贈者とも引き続き３年以上農業に従事していること。 

  ② 受贈者は、満 18 歳以上で、推定相続人の一人に限る。取得後は、引き  

    続き農業経営を行うこと。 

  ③ 農業委員会の証明時に担い手になっていること。 

    ＊担い手とは、認定農業者、認定新規就農者等のいずれかの者のこと。 

 

 （２）事後の注意事項 

  ① 取得した農地は、必ず耕作してください。 

   納税猶予適用農地の売渡し・貸付（「特定農地貸付け」を除く）・転用ま

たは耕作の放棄等があった場合は、下記のとおり納税猶予が認められな

くなります｡ 

その場合は、贈与税と利子税を処分した農地の面積に応じて納付しなけ

ればなりません。 

  ア  納税猶予適用農地の 20％以内を処分等した場合は、その面積分に応じた 

    贈与税と利子税を納付しなければなりません。 

   イ  納税猶予適用農地の 20％を越えて処分等した場合は、全ての適用農地に 

ついて納税猶予が認められなくなり、全ての贈与税と利子税を納付しな  

  ければなりません。 

    ウ  公共事業で処分する場合には、20％を越えて処分しても、残りの適用農

地について納税猶予が継続します。 

     しかし、処分した面積に対する贈与税と利子税を納付しなければなりま 

せん。 
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  ② 税務署に 3年毎、継続の手続きが必要です。 

   農業委員会では、手続きに必要な添付書類として引き続き農業経営を 

    行っている旨の証明を発行しています。 

 

  （３） 贈与税の免除        

    贈与者もしくは受贈者が死亡した場合、税務署で手続きすることによって

贈与税の免除を受けることができます。 

   贈与者が先に亡くなられた場合には、受贈農地は相続により取得したこと

になり、相続財産として相続税の計算に含めて考えます。 

   この際、引き続き農業経営を行うのであれば、相続税の納税猶予を新たに

受けることができます。 

 

（４）特定貸付け 

  「特定貸付け」とは、市街化区域外の農地等において、農地中間管理事業

の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業により貸付けた場合に、納税

猶予制度の対象となる貸付けをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（５）手続きについて 

税務署での申告には、農業委員会が発行する適格者証明書が必要となり、適格

者証明書の発行には以下の書類等が必要です。 

 【必要な書類等】 

 ア 農地法第３条許可申請 

 イ 手数料 300 円 

 (注）イの手数料は、適格者証明書の申請時に必要となります。 

贈与者 受贈者 

特定貸付け 

免 除 
（贈与者または受贈者の死亡） 
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ウ 戸籍謄本等（推定相続人の確認のため） 
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11． 農地の相続税の納税猶予制度と手続き 

             （租税特別措置法第７０条の６第 1項） 

 

農業を営んでいた被相続人から相続等により農地を取得した相続人が、農地

の相続税のため農業経営が困難にならないように、申告期限内（被相続人の死

亡日より 10 ヶ月以内）に税務署で手続きを行うと農地に対する相続税が納税猶

予されます。 

  この制度は、相続した農地に対する評価額を現行の方式による時価評価額の

ものと、農業収益地価に準ずる農業投資価格による評価のものと二つに分けて、

それぞれについて相続税を計算し、その差額が納税猶予されます。 

 

  （１） 制度を利用できる人 

① 被相続人は、既往において相当の期間農業を営んでいたこと。 

② 相続人は、申告期限までに相続した農地の経営を開始しその後引き続  

き農業経営を行うこと。 

③ 生前一括贈与を受けた受贈者もこの制度を利用できます。 

 

  （２） 事後の注意事項 

① 相続した農地は必ず耕作してください。 

    納税猶予適用農地の売渡し・貸付け（「特定貸付け」を除く）・転用また

は、耕作の放棄等があると、下記のとおり納税猶予が認められなくなり

ます。 

この場合は、相続税と利子税を処分した農地の面積に応じて納付しな

ければなりません。 

ア 納税猶予適用農地の 20％以内を処分等した場合は、その面積分に応じ  

た相続税と利子税を納付しなければなりません。残りの農地につい  

ては、納税猶予が継続します。 

イ  納税猶予適用農地の 20％を越えて処分等した場合は、全ての適用農 

地について納税猶予が認められなくなり、全ての相続税と利子税を納

付しなければなりません。 

ウ  公共事業で処分する場合には、20％を越えて処分しても、残りの適用

農地について納税猶予が継続します。 

しかし、処分した面積に対する相続税と利子税を納付しなければなり

ません。 

② 税務署に 3 年毎、継続の手続きが必要です。 

    農業委員会では、手続きに必要な添付書類として引き続き農業経営を 

行っている旨の証明を発行しています。 
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  （３） 相続税の免除         

     次の事実が生じた場合には、税務署で手続きすることによって、猶予され   

   ている相続税が免除されます。 

  それまでの間は、適用農地について農業を行わなければなりません。 

① 農業相続人が死亡した場合。 

② 市街化区域内の農地の場合は、農業相続人※１が 20 年間営農を継続した場 

合。 

  ③ 農業相続人が、生前一括贈与を行った場合。 

  

 （４） 特定貸付け 

  「特定貸付け」とは、市街化区域外の農地等において、農地中間管理事業の

推進に関する法律に基づく農地中間管理事業により貸付けた場合に、納税猶

予制度の対象となる貸付けをいいます。 

   次のいずれかに該当する農業相続人は、一定の要件のもと、適用の対象と

なります。 

  ① 農地を相続したことに伴い特定貸付けを行おうとする農業相続人 

  ② 特定貸付けが行われている農地を相続した農業相続人 

  ③ 現に納税猶予の適用を受けている農業相続人 

   ※ 平成 21 年 12 月 15 日より前に相続が発生し、相続税の免除事由が「営農

を 20 年継続した場合」となっている農業相続人が免除される前に特定貸

付けを行った場合には、免除事由は「終身農地利用」になります。 

 

  ※１ 農業相続人とは、相続により農地等を取得し、相続税納税猶予期限ま

でに農業を開始し、その後もその農地で引き続き農業を営んでいくと認

められた者 
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  （５） 手続きについて 

 税務署での申告には、農業委員会が発行する適格者証明書が必要となり、 適 

格者証明書の発行には以下の書類等が必要です。 

【必要な書類等】 

ア 遺産分割協議書（写） 

イ  遺産分割協議書に使用した印鑑の印鑑証明書 

ウ  戸籍謄本（死亡年月日、続柄がわかるもの） 

エ  固定資産税台帳兼名寄帳 

オ  適用を受けようとする農地の登記事項証明書（全部事項）（原本） 

カ  字図（納税猶予を受けようとする農地の所在が分かるもの） 

キ  手数料 500 円（2筆以上は 1筆増すごとに 100 円を加える。） 

 

注１）ア、イの必要書類は、相続登記を終えている場合は不要です。 

注２）キの手数料は、適格者証明書の申請時に必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定貸付け 

免 除（農業相続人の死亡など） 

 

農業相続人の子も納税猶予の適用可（※１） 

被相続人 農業相続人 
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12．農業者年金のしくみと加入手続き 

 

農業経営者や農業従事者を確保するためには、農業の生涯所得の充実を図り、

農業を魅力ある職業にしていく必要があります。そのため、農業者年金制度は農

業者老齢年金、特例付加年金等の年金給付を通じて農業者の老後生活の安定など

を図るとともに、農業経営者や農業従事者の確保を図ります。 

 

（１） 制度の概要 

① 農業に従事する方は、広く加入できます 

    年間 60 日以上農業に従事する方で、20 歳以上 60 歳未満の国民年金第１号

被保険者（保険料納付免除者を除く）の方、または 60 歳以上 65 歳未満の

国民年金任意加入被保険者（保険料納付免除者を除く）の方であればどな

たでも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入でき

ます。脱退も自由です。脱退してもそれまでに支払った保険料に対応した

年金を受け取ることができます。 

② 積立方式・確定拠出型で安定した制度です 

    将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、その運用実績

により受給額が決まる確定拠出型年金であるため、加入者数等に左右され

にくい安定した制度です。 

③ 保険料は自由に選択できます 

    保険料は月額 2 万円（ただし、35 歳未満かつ政策支援加入の対象とならな

い方は月額 1 万円）から 6 万 7 千円の間で、千円単位で自由に決められ、

経営状況や家計の状況に応じていつでも見直すことができます。 

④ 80 歳までの保障が付いた終身年金です 

    年金は終身受給できますが、仮に、加入者や受給者が 80 歳になる前に亡

くなった場合は、死亡した月の翌月から 80 歳までに受け取るはずの農業者

老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れま

す。 

⑤ 税制面でのメリットがあります 

    支払った保険料は全額が、確定申告の際に社会保険料控除（所得控除）の

対象となります。 

    農業者年金として受け取った年金は公的年金等控除の対象となります。 

⑥ 意欲ある担い手に保険料助成があります 

    認定農業者あるいは認定新規就農者で青色申告者等の意欲ある担い手に

対し、基本となる保険料（20,000 円）の２割から５割に対して、国が保険

料を助成する支援措置があります（ただし、39 歳までの加入が必要です）。 
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（２） 加入手続き 

    次の３つの要件を満たす者は、農協窓口を経由して基金に申し出て加入 

     することができます(任意加入)｡ 

   ア 国民年金第１号被保険者であること（国民年金保険料納付免除者でな

いこと）（ただし、60 歳以上は、国民年金の任意加入被保険者）｡ 

   イ 農業に従事する者であること(年間従事日数が 60 日以上)｡ 

   ウ 20 歳以上 65 歳未満であること。 

  

(注) 農業法人の構成員の加入についてもその構成員が国民年金第１号被保 

険者であり、農業に従事（年間農業従事日数が 60 日以上）する 60 歳未満

の者、また国民年金の任意加入者であり、農業に従事（年間農業従事日数

が 60 日以上）する 60 歳以上 65 歳未満の者であれば加入することができ

ます。 
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13．家族経営協定のしくみと協定締結の手続き 

 

家族経営協定とは、家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持っ

て経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みん

なが働きやすい就業環境等について、家族間の十分な話し合いに基づき取り決め

るものです。 

手続きは、農業委員会事務局にご連絡ください。 
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14．各種証明書の交付 

農業委員会で発行している証明書の種類は次のとおりです。必要に応じて所定

の様式により交付申請の手続きをしてください。 

様式、添付書類等詳しくは農業委員会へお問い合わせください。 

                   令和 7年 4 月 1日現在（単位：円） 

種別 内容 手数料 

耕作証明（耕

作面積１０ａ

以上の場合） 

 ２０ａ以上の耕作面積の場合  ３００ 

＊２０ａ未満の耕作面積の場合（現地調査を要する） ＊５００ 

非農地証明 

＊転用許可、届出があったもの ＊５００ 

＊転用後２０年以上経過したことが証明できるもの 

 で、植林地、建築物等の敷地、道路敷 
＊５００ 

＊災害地（被災証明書があるものに限る） ＊５００ 

＊耕作放棄地で農地への復元が困難なもの 

 または、復元しても継続的利用ができないもの 
＊５００ 

 非農地証明の交付証明  ３００ 

許可・届出 

受 理 証 明 

 法各条項許可、届出受付証明・受理証明  ３００ 

＊取消願い ＊５００ 

その他の証明 

 贈与税・相続税の納税猶予に関する継続証明 ３００ 

＊相続税の納税猶予に関する適格者証明 ＊５００ 

 贈与税の納税猶予に関する適格者証明  ３００ 

 農地等交換分合に係る証明  ３００ 

 農地法第５条届出を要する買受適格証明  ３００ 

＊農地法第３条、第５条許可を要する買受適格証明 ＊５００ 

 農地基本台帳の登載証明  ３００ 

 農地所有適格法人に関する証明  ３００ 

 農地台帳の閲覧  ３００ 

 農地台帳記録事項要約書 １枚１０円 

 

＊２筆以上は１筆増すごとに１００円を加える。 
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15．農業委員会の概要 

（１）委 員 会                （令和 7年 4月 1日現在）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

※ 地区審議会 

 ① 総会の事前審査として毎月開催する。 

 ② 議案審議のため、現地調査や関係者の召喚等を行う。 

 

（２）役   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 審 議 会 

大分・鶴崎地区  委員４、推進委員７ 

大南地区  委員３、推進委員７ 

稙田・野津原地区  委員４、推進委員１０ 

大在・坂ノ市・ 

佐賀関地区 
 委員３、推進委員６ 

 会 長（１） 

 副会長（１） 
（会長職務代理） 

各 地 区 審 議 会 長（４） 

総  会 

役 員 会 
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（３）事 務 局    

                        （令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。 

ア 農業委員会の運営に関すること。 

イ 農地法その他の法令による農地等の利用調整に関すること。 

ウ 農業の振興推進に関すること。 

エ 公印の保管に関すること。 

オ 文書の収受、発送及び保管に関すること。 

カ 公告式に関すること。 

キ 人事及び給与に関すること。 

ク 委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関すること。 

ケ 予算及び経理に関すること。 

 

 

 

 

 

 

事務局長（１） 

 次 長（１） 

 農地担当班（７） 

参事補兼班長（１） 

専門官（１） 

参事補（１） 

主 査（１） 

主 任（１） 

事務員（１） 

会計年度任用職員（１） 

 農政担当班（６） 

参事補兼班長（１） 

参事補（１） 

主 査（１） 

事務員（１） 

会計年度任用職員（２） 
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